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こ
う
し
た
中
で
、
バ
ブ
ル
期
に
は
公
益
法
人
た
る
私
立
学
校
法
人
も
投
機
的
事
業
に
業
容
を
拡
大
し
、
経
営
破
綻
に
陥
っ
て

い
る
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
で
生
起
し
て
い
る
事
態
は
と
う
て
い
看

過
し
得
な
い
。
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
に
つ
い
て
、
学
校
法
人
が
関
連
企
業
に
よ
る
「
豪
州
の
ホ
テ
ル
・
ゴ
ル
フ
場
事

業
」
に
巨
額
の
債
務
保
証
を
与
え
て
い
る
事
実
や
同
南
学
園
が
共
同
経
営
す
る
「
神
戸
の
ホ
テ
ル
の
閉
鎖
」
な
ど
が
昨
年
来
報

道
さ
れ
、
駿
河
台
学
園
、
同
南
学
園
、
同
西
学
園
が
経
営
す
る
駿
台
予
備
学
校
の
経
営
危
機
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

バ
ブ
ル
の
傷
跡
が
我
国
の
教
育
界
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
の
明
確
な
証
左
で
あ
る
。
ま
た
学
問
の
自
由
を
逆
手
に
と
り

極
め
て
不
透
明
な
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
一
部
私
立
学
校
法
人
と
銀
行
や
金
融
機
関
が
結
託
で
き
る
法
制
度
上
の
問
題
点
を
指 

バ
ブ
ル
経
済
が
我
国
社
会
に
重
大
な
る
傷
跡
を
残
し
、
我
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
が
未
曾
有
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
こ
と 

は
、
広
く
国
民
大
衆
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
昨
年
の
臨
時
国
会
で
は
、
銀
行
へ
の
公
的
資
金
注
入
を
軸
に
不
良
債
権
処
理
を

進
め
、
銀
行
経
営
の
安
定
化
と
中
小
企
業
へ
の
銀
行
の
貸
渋
り
解
消
の
た
め
、
い
わ
ゆ
る
「
金
融
再
生
関
連
法
案
」
の
成
立
を

み
た
。
し
か
し
、
国
民
世
論
は
バ
ブ
ル
に
狂
奔
し
た
借
り
手
お
よ
び
貸
し
手
の
法
的
責
任
追
及
ま
た
大
蔵
省
へ
の
行
政
責
任
の

追
及
不
徹
底
に
疑
義
を
抱
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

私
立
学
校
法
人
の
収
益
事
業
お
よ
び
そ
の
監
督
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
に
つ
い
て
は
、
そ
の
教
育
事
業
体
は
駿
台
予
備
学
校
と
し
て
我
国
受
験
教
育
の
根
幹
を
な
し

た
こ
と
が
広
く
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
。
受
験
教
育
事
業
の
是
非
は
別
と
し
て
、
駿
台
予
備
学
校
は
そ
の
高
い
公
共
性
を
認
め

ら
れ
た
が
故
に
学
校
法
人
と
し
て
認
可
さ
れ
、
安
定
的
な
教
育
内
容
と
条
件
の
実
現
の
た
め
に
、
税
制
上
お
よ
び
そ
の
他
の
優

遇
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
学
校
法
人
が
前
記
の
よ
う
な
収
益
事
業
を
な
し
学
校
経
営
を
逼
迫
さ
せ
て

い
る
と
の
巷
間
伝
わ
る
事
態
は
、
教
育
行
政
の
み
な
ら
ず
大
蔵
・
金
融
行
政
か
ら
労
働
行
政
な
ど
に
わ
た
る
深
刻
な
課
題
と 

 

な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
の
収
益
事
業
と
債
務
保
証
に
関
す
る
政
府
の
見
解
お
よ
び
東
京
都
学
事
部
へ

の
指
導
に
つ
い
て 

摘
す
る
声
も
大
き
い
。 

（
2
） 

学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
が
大
半
を
出
資
す
る
国
内
法
人
お
よ
び
豪
州
現
地
法
人
に
よ
る
「
豪

州
で
の
ホ
テ
ル
・
ゴ
ル
フ
場
事
業
」
な
ど
の
収
益
事
業
は
、
前
記
（
1
）
の
収
益
事
業
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
の
か
。

ま
た
私
立
学
校
法
人
の
収
益
事
業
と
し
て
適
法
か
。 

（
1
） 

私
立
学
校
法
第
二
六
条
一
項
な
い
し
二
項
に
言
う
収
益
事
業
の
目
的
と
種
類
と
は
何
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

二 

 



 

二 

私
立
学
校
法
人
を
含
む
公
益
法
人
お
よ
び
そ
の
関
連
企
業
へ
の
銀
行
等
金
融
機
関
の
融
資
の
不
良
債
権
化
に
関
す
る
政
府 

（
6
） 

先
に
通
産
省
の
諮
問
委
員
会
は
「
公
益
法
人
の
財
務
・
情
報
の
開
示
」
に
積
極
的
な
内
容
を
示
し
た
が
、
私
立
学

校
法
人
の
「
財
務
・
情
報
開
示
」
に
つ
い
て
政
府
は
い
か
な
る
見
解
を
有
す
る
の
か
。 

（
5
） 

文
部
省
は
、
学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
の
理
事
会
お
よ
び
評
議
会
が
（
2
）
の
収
益
事
業
へ
の

出
資
お
よ
び
（
3
）
の
債
務
保
証
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
経
過
で
決
定
す
る
に
至
っ
た
の
か
を
把
握
し
て
い
る
か
。

ま
た
私
立
学
校
法
第
三
六
条
お
よ
び
第
四
二
条
五
項
の
遵
守
確
認
の
た
め
の
議
事
録
お
よ
び
報
告
書
を
、
私
立
学
校

法
第
六
条
に
基
づ
き
両
学
校
法
人
に
求
め
る
よ
う
に
東
京
都
学
事
部
を
指
導
し
た
か
。
ま
た
指
導
を
す
る
予
定
が
あ

る
か
。
ま
た
指
導
予
定
が
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
故
か
。 

（
4
） 
学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
の
収
益
事
業
の
実
情
が
、
私
立
学
校
法
第
六
一
条
一
項
の
一
な
い
し

三
に
該
当
す
る
か
否
か
の
調
査
報
告
書
を
、
私
立
学
校
法
第
六
条
に
基
づ
き
両
学
校
法
人
に
求
め
る
よ
う
に
文
部
省

は
東
京
都
学
事
部
を
指
導
し
た
か
。
ま
た
指
導
予
定
が
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
故
か
。 

（
3
） 

学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
に
よ
る
（
2
）
の
収
益
事
業
に
対
す
る
東
京
三
菱
銀
行
へ
の
三
〇
〇

億
円
と
言
わ
れ
る
債
務
保
証
に
、
教
育
行
政
の
統
括
者
と
し
て
文
部
省
は
い
か
な
る
見
解
を
有
す
る
の
か
。 

三 

 



 

三 

学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
の
収
益
事
業
へ
の
東
京
三
菱
銀
行
の
融
資
、
ま
た
両
学
校
法
人
に
よ
る
東
京

三
菱
銀
行
へ
の
債
務
保
証
に
関
す
る
政
府
の
見
解
に
つ
い
て 

の
見
解
に
つ
い
て 

（
2
） 

学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
が
出
資
し
経
営
す
る
現
地
法
人
、
サ
ン
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
社
が 

（
1
） 

学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
と
そ
の
関
連
企
業
へ
の
銀
行
等
金
融
機
関
の
融
資
は
、
巷
間
前
記
二

の
（
1
）
に
該
当
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
金
融
当
局
は
こ
う
し
た
私
立
学
校
法
人
へ
の
銀
行
等
金
融
機
関
の
融

資
の
不
良
債
権
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
予
定
が
あ
る
か
。
ま
た
指
導
予
定
が
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
故
か
。 

（
2
） 

政
府
は
学
校
法
人
と
そ
の
関
連
企
業
へ
の
銀
行
等
金
融
機
関
の
融
資
の
不
良
債
権
額
に
つ
い
て
、
来
年
三
月
期
よ

り
の
金
利
減
免
債
権
の
厳
格
基
準
を
前
倒
し
し
て
、
銀
行
等
各
金
融
機
関
に
報
告
を
求
め
指
導
を
す
る
予
定
が
あ
る

か
。
ま
た
指
導
予
定
が
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
故
か
。 

（
1
） 

大
手
ゼ
ネ
コ
ン
等
へ
の
銀
行
等
金
融
機
関
の
融
資
の
不
良
債
権
額
は
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
私
立
学
校
法
人
を
含

む
公
益
法
人
お
よ
び
そ
の
関
連
企
業
へ
の
銀
行
等
金
融
機
関
の
融
資
の
不
良
債
権
額
の
実
情
を
、
政
府
は
調
査
・
把

握
の
上
で
公
表
の
用
意
は
あ
る
か
。 

四 

 



 

四 

い
わ
ゆ
る
予
備
校
事
業
お
よ
び
学
校
法
人
理
事
、
関
連
企
業
役
員
の
便
宜
供
与
へ
の
課
税
に
つ
い
て 

（
2
） 

学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
で
は
理
事
に
対
す
る
居
宅
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
。
両
学
園
の
関

連
子
会
社
か
ら
の
理
事
居
宅
の
借
上
げ
家
賃
は
、
一
例
で
は
月
額
で
一
一
〇
〇
万
円
に
上
る
。
こ
れ
ら
は
昨
今
の 

「
日
銀
問
題
」
で
も
「
報
酬
」
と
世
論
に
指
弾
さ
れ
、
課
税
対
象
と
の
論
議
が
な
さ
れ
た
も
の
と
内
容
を
一
に
す 

（
1
） 

八
四
年
の
税
制
改
正
に
お
い
て
大
蔵
省
主
計
局
は
、
予
備
校
の
「
収
益
事
業
」
の
範
囲
を
見
直
し
て
「
短
期
間
の

授
業
」
を
課
税
対
象
と
し
た
。
更
に
主
税
局
は
「
収
益
事
業
の
範
囲
」
の
拡
張
に
前
向
き
で
あ
っ
た
と
聞
く
が
、
こ

の
問
題
の
経
過
と
現
状
認
識
を
尋
ね
る
。 

（
3
） 

前
記
（
1
）
の
融
資
お
よ
び
債
務
保
証
の
内
容
と
経
過
に
つ
い
て
、
金
融
当
局
は
東
京
三
菱
銀
行
に
報
告
を
求 

 

め
、
指
導
す
る
予
定
が
あ
る
か
。
ま
た
指
導
予
定
が
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
故
か
。 

豪
州
証
券
監
視
委
員
会
（
現
Ａ
Ｓ
Ｃ
）
に
提
出
し
た
会
計
報
告
に
よ
れ
ば
、
同
会
社
が
恒
常
的
赤
字
経
営
で
債
務
超

過
を
急
増
さ
せ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
東
京
三
菱
銀
行
は
九
八
年
度
よ
り
駿
河
台
学
園
の
債
務
保
証
を
条
件
と
し
て

同
会
社
に
追
加
融
資
を
し
て
い
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
銀
行
融
資
や
債
務
保
証
は
銀
行
お
よ
び
学
校

法
人
の
公
共
性
に
鑑
み
て
許
さ
れ
ざ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

五 

 



 

五 

駿
河
台
学
園
・
理
事
長
の
豪
州
現
地
法
人
と
の
金
銭
バ
ー
タ
ー
取
引
き
に
つ
い
て 

六 

学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
お
よ
び
同
西
学
園
の
経
営
す
る
い
わ
ゆ
る
「
駿
台
予
備
学
校
」
の
教
員
に
対

す
る
雇
用
保
険
の
適
用
に
関
す
る
政
府
の
見
解
に
つ
い
て 

（
1
） 

駿
台
予
備
学
校
は
実
質
一
つ
の
事
業
体
だ
が
、
学
校
法
人
は
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
講
師
の
就
業
時 

（
1
） 

三
の
（
2
）
に
述
べ
た
Ａ
Ｓ
Ｃ
調
査
資
料
に
よ
れ
ば
、
学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
の
理
事
長
で
あ
り
サ
ン
・
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
社
の
取
締
役
会
長
で
あ
る
人
物
が
、
九
八
年
三
月
期
に
は
七
〇
億
円
近
い
債
務
超
過
を
起
こ
し
て
い

る
サ
ン
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
社
と
の
間
で
、
金
銭
の
バ
ー
タ
ー
取
引
き
を
行
い
、
そ
の
利
率
の
差
額
を
八
年
に
わ

た
り
総
額
約
七
千
万
円
を
受
領
し
て
い
る
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
引
き
は
豪
州
国
内
法
で
は
明
確

な
背
任
と
な
る
と
豪
州
の
現
地
弁
護
士
は
述
べ
て
い
る
。
我
国
の
法
務
当
局
は
、
こ
う
し
た
事
案
に
つ
い
て
い
か
な

る
見
解
を
有
す
る
か
。 

る
。
税
務
当
局
に
お
い
て
は
、
学
校
法
人
・
駿
河
台
学
園
お
よ
び
同
南
学
園
の
理
事
そ
し
て
両
学
園
の
関
連
子
会
社

の
役
員
の
「
居
宅
便
宜
供
与
額
」
を
過
去
に
わ
た
っ
て
調
査
し
、
課
税
を
検
討
す
る
考
え
が
あ
る
か
。
ま
た
な
い
の

な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
故
か
。 

六 

 



 

 

七 

間
数
も
三
分
さ
れ
、
職
業
安
定
所
が
言
う
週
二
〇
時
間
の
継
続
雇
用
の
要
件
を
逃
れ
、
本
来
な
ら
雇
用
保
険
の
対
象

と
な
る
べ
き
非
常
勤
講
師
の
保
険
適
用
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
明
白
な
学
校
法
人
に
よ
る
脱
法
行
為
で
は

な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

（
2
） 

ま
た
教
員
と
い
う
職
業
上
か
ら
は
週
二
〇
時
間
と
の
就
業
時
間
基
準
の
短
縮
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の 

か
。
労
働
省
に
お
い
て
は
高
校
・
予
備
校
・
短
大
・
大
学
な
ど
の
非
常
勤
講
師
の
雇
用
保
険
適
用
に
つ
い
て
、
そ
の

就
業
時
間
数
の
短
縮
を
含
め
て
指
導
す
る
予
定
が
あ
る
か
。
指
導
予
定
が
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
故
か
。 

右
質
問
す
る
。 


